
保護者・地域の皆様へ

教職員の働き方改革へのご理解およびご協力のお願い

働 き 方
改 革 の推進が教育の質の向上につながります!!

持続可能な学校づくりに向けて
教職員が心身のゆとりを持ち「子どもと向き合う時間」を確保できるように、

各学校では工夫して様々 な取組を行っています。「保護者や地域の皆様におか

れましては､『教職員の働き方改革』について､ご理解・ご協力をお願いします。

全国調査(R5)では
小学校教員の２５％
中学校教員の４２％が

月４５時間を超える超過勤務
を行っています。

本町では、教育の質の確保、業務の効率化を図りつつ
主に以下の取組を推進しています。

定時退校日、学校閉庁日を設定しています！

部活動休養日を設定し、地域展開を進めます！

学校行事の見直しに取り組んでいます！

連絡手段のＩＣＴ化に取り組んでいます！

桂 川 町 教 育 委 員 会

※取組の詳細については裏面をご覧ください。



桂 川 町 教 育 委 員 会

定時退校日等の設定
勤務時間外の電話対応

定時退校日
○月４回、毎週木曜日を定時退校日
とします。
○定時退校日には、特段の事情が
ないかぎり、１７時１５分を目安
に退校します。

学校閉庁時刻
○やむを得ず時間外に業務を行う場
合でも、
小学校１９時３０分
中学校２０時３０分

までには閉庁します。

勤務時間外の電話対応
○１８時以降

は留守番電話対応とします。

部活動休養日
部活動地域展開

部活動休養日
子どもたちのバランスのとれた健全
な成長の確保等を踏まえ
○平日１日、土日のいずれか１日を
部活動休養日とします。
○また、練習等の時間は
平日２時間程度、土日３時間程度

とします。
※ただし、中体連・中文連の大会期
間中はこの限りではありません。
○部活動の地域展開の実施に向けて、
調査研究を進めます。

学校行事等の見直し

○学校行事について、その目的や子
どもたちの状況等を精査し、廃止
統合や規模の縮小、時間の短縮な
ど工夫して実施する場合がありま
す。また、保護者向けの説明会な
どについても、オンライン等で実
施する場合があります。
※その際には、保護者の皆様に文書
でお知らせ・説明します。

連絡手段等のＩＣＴ化

○お知らせ文書等の配付、連絡につ
いて連絡ツールを導入しています｡
また、学校ＨＰにも掲載していま
す。
○校務支援システムを導入し、業務
の効率化を図るとともに、今後も
積極的に学校ＤＸを推進します。
○児童・生徒のデジタルドリルなど
を導入しています。


